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欠員の早急な補充、思い切った増員を
時間外の上限規制､形式的でなく具体の対応が必要
会計年度任用職員制度、当事者が納得できる制度に

自治労県職は６月５日、夏季要求書を提出しました。人員課題で

は、とりわけ深刻な問題となっている欠員への対応が早急に必要で

す。時間外勤務の上限規制、会計年度任用職員制度などの課題を含

めて要求書を提出しました。盆休、冷房運転の項目の要求に対して

は既に右欄の回答がありました。７月１１日に人事課長交渉を行い

ますので、積極的な参加をお願いします。

夏季交渉の日程
交 渉 日 交 渉 時 間 交 渉 場 所 集合時間/場所

７月１１日 10:30～12:00 県 庁 本 館 自治労県職書記局

（木） ３－ Ｂ 10:00集合

（ ４ ）他律的部署のあり方など時間外勤務命令の上限規制に
関わる具体の課題等について、継続的な労使協議や労
使合意を図ること。

〇年間総労働時間「１８００時間」を実現するため、職員
の計画に基づく年休の連続休暇を保障し、すべての職場
において年次有給休暇の完全取得が実現できるよう、人
的確保も含めた環境整備を図ること。少なくとも「滋賀
県特定事業主行動計画」の目標値（年間平均取得日数１
４日）を達成する具体の措置を講じること。

〇夏季休暇（６日）は、夏季における心身の健康の維持・
増進、家庭生活の充実のためのものであり、どの職場に
おいてもすべての職員が完全に消化できるよう条件整備
に努めること。特に、交代制職場での代替職員の配置や、
繁忙期にある職場での取得期間の延長等の対応を図るこ
と。

〇「盆休暇」については、８月１３日（火）から１５日（木）
までの設定とし、土日祝日を含め６日連続休暇とするこ
と。また、盆休暇中の出勤については、管理職が率先す
ること。

〇会計年度任用職員制度については、以下の要求事項に積
極的に応え、労使合意を図ること。
（１）賃金について
ア）正規の職員との職務内
容に応じ均衡・権衡を図る
こととし、類似する職務の
正規職員の給料表を使用す
ること。

イ）基本賃金の決定にあたっ
ては、高卒初級の初任給基
準行政職１級 ９号 と し 、正規

２０１９年度夏季要求書の主な内容
〇今年度の知事部局の職員定数は３年連続の増員となっ
たが、依然として全国最低水準の職員数という状況と
なっている。県民ニーズへの対応、長時間労働の是正
など真の働き方改革の推進、技術・知識の世代間継承
等の課題を根本的に改善していくために、思い切った
増員・定数増を図ること。特に、今年度の当初から欠
員の生じている土木事務所や子ども家庭相談センター、
年度途中の病休等の欠員状態に対して、早急に人員補
充を行うこと。

〇今年度から時間外勤務命令の上限規制が実施されている
が、十分な交渉協議を経ておらず、以下の点を中心に納
得の得られる労使合意を図ること。

（ １ ）上限時間については、月４ ５時間以内、年間３６ ０時間
以内の「原則部署」と月１０ ０時間未満、年間７２０時間
未満の 「他律的部署」に区分され、両者間には相当な
開きがある。実際の適用では、ほとんどの部署が「他律
的部署」 と されているが、本来すべての職場が原則部
署であるべきである。趣旨の空洞化につながりかねな
い実態を放置することなく 、人員配置や業務の見直し
を図ること。

（ ２ ） 上限規制導入に伴う運用として 、原則部署で月３ ０時
間、他律的部署で月５０時間を超える時間外勤務を命
じる場合は、 「部長決裁」とし、事前対応を図ることとし
ている。しかし、結局のところ、時間外勤務を回避でき
る有効な手立てがなければ、サービス残業を誘発する
要因になりかねない。形式的なハードルを設けるよりも
まずは、人員配置や業務見直しなどで具体の対応策を
明示すること。

（ ３ ）管理職における勤務時間についても適切に把握し、上
限規制の適用もれのないよ うに対応するこ と 。

盆休8/13日(火)～15日(木)実施や冷房運転運用を回答
盆休暇･冷房運転への回答

〇盆の年休集中取得
８月１３日（火）から１５日（木）の 3日間

※１１日～１２日の土日祝日を含め６連続休暇に。
※１６日（金）を含めた９連続休暇は所属での調整で可能。

〇冷房運転の運用
・運転期間 ６月２４日（月）から９月１３日（金）を基本。
・冷房の運転時間 外気温の状況に応じて１９時まで延長
・弾力的運用等 期間に関わらず、外気温等に応じて運転を

弾力的に実施する。試運転は来週から実施し
ていきたい。

・盆の年休期間中の運転 冷房運転を実施する方向で検討。



家庭用花火！斡旋を開始
商 品 名 内 容 定 価 斡旋価格

プレミアムカラー 手持花火のセット ８00円 ４００円

お て ん ば 花 火 手持＋噴出セット １,000円 ６００円

日本でつくった手持ちセット 手持花火のセット 1,000円 ６００円

長 カ ラ フ ル 手持花火のセット 1,200円 ６００円

オー・マイ・・ガッ 手持花火のセット 2,000円 １,０００円

ガーデン・パーティ 手持＋噴出セット 3,000円 １,４００円

厳 選 極 手持+噴出＋打上 4,000円 １,８００円

激 デ カ 手持＋噴出セット 5,000円 ２,５００円

どこでも花火お庭で 手持＋噴出セット 6,000円 ３,０００円

でかもり花火 手持+噴出＋打上 8,000円 ４,０００円

か ご セ ッ ト 手持+噴出＋打上 10,000円 ５,０００円

※申し込みの締め切りは８月２３日（金）

※詳細はホームページでご確認を ⇒

年に一度の見直し時期

あなたの保障内容は大丈夫？
仲間の助け合いだからこそ実現 安心の自治労共済へ
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自治労県職ﾁｰﾑ自治労スポーツ大会出場
バレー準優勝、野球は惜しくも初戦敗退

自治労県職は、このほど開催された女子バレーボール大会、軟式野球大会に出場しました。

バレーボール大会では１試合目を勝利し、２試合目の相手は東近江市職労。アタッカーの沖選

手が活躍。１セットを先取された後、２セット目に

粘りを発揮し１度はリードしたものの、最後に競り

負けし準優勝となりました。野球大会では、１回戦

の相手は湖南市職労チーム。４回には５番大菅選手

が２塁に出て、続く中尾選手がレフト方向へ長打、

よく走りなんとランニングホームランに。その後も

よく打ちましたが点に結びつかず、相手チームのホームランなどの猛攻を受け、結果は２対８

で涙をのみました。和田監督談「練習ができてなく心配したが、みんなよく打った。相手チー

ムのホームランに試合を持って行かれてしまった」。

新規・更新募集中（６月19日(水)まで）
自治労の団体生命共済（生命保険）の新規募集および更新時期

となりました。既に加入されている方は、年に１度の更新時期と

なりますので、ライフステージに合わせた保障額を点検・見直し

して下さい。未加入の方は、是非この機会にご相談・検討を。

◆若年層向けの割安コースも人気
３０歳未満の若年層向けに、特に割安掛け金（月1820円）の「若

年層型」が設けられています。「これならはじめやすい」と人気。

職員と同等の学歴 ・免許および職務経験等に基づく調
整（前歴換算）を行うこと 。また、専門性の有無を、単
に資格や免許で判断せず高位の給与を設定すること。

ウ）職務の級については、等級別基準職務表や在級期間表に基
づき、前歴の経験年数も加えて、２級以上の格付けを可能とす
ること。

エ ）制度実施前から勤務していた非常勤職員が、制度実施後も
同等の職務を行う場合に、業務や職場の実情に応じた個別具
体の検討を行い、一律的な給与決定により従前の報酬を下回
るなどの不利益な変更を行わないこと。

オ）諸手当については、期末手当・勤勉手当も含め正規の職員と
同様とすること。制度実施前から勤務する場合については、期
末勤勉手当の在職期間に通算すること。

カ）正規職員の給与改定に準じて、４月に遡及して給与改定を実
施すること。

（２ ）休暇、その他の労働条件について
休暇制度について、その種類、期間、給与保障など正規の

職員との均等待遇を図ること 。特に、病気休暇や育児関係の

休暇等において取得期間や給与保障等での格差を設けないこ
と。

（ ３ ）新規の任用にあたっては、選考採用（面接・書類選考等）とす
るとともに、再度の任用においては非公募とし、任用回数の上
限を設けないこと。また、制度実施前から勤務する非常勤職員
は、非公募選考等により継続した雇用を保証すること。

（ ４ ）福利厚生制度、研修、職務専念義務の免除等について、正規
職員と同様の適用を図ること。

（ ５ ）必要な予算については、県全体として確保することとし、人員
や勤務体制が後退することにないように対応すること。

〇育児と介護の両立支援策を実効あるものとするため、育休等の取得
環境の条件整備を図ること。代替職員の配置については、正規職
員による補充を基本に確保を確実に行うこと。特に、専門職種の代
替職員については、当該専門職種による確保を基本に抜本的な対
策を講じること。

〇冷房運転については、猛暑等の実態に応じて冷房運転の実施時
期や時間帯の弾力的な運用を図ること。
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盆休暇･冷房運転への回答

〇盆の年休集中取得
８月１３日（火）から１５日（木）の 3日間

※１１日～１２日の土日祝日を含め６連続休暇に。
※１６日（金）を含めた９連続休暇は所属での調整で可能。

〇冷房運転の対応
・運転期間 ６月２４日（月）から９月１３日（金）を基本。
・冷房の運転時間 外気温の状況に応じて１９時まで延長
・弾力的運用等 期間に関わらず、外気温等に応じて運転を

弾力的に実施する。試運転は来週から実施し
ていきたい。

・盆の年休集中期間中の運転 冷房運転を実施する方向で検討。
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